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１ 報告書の目的 

本報告書は、電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第 34 条第６項の規定に従い、告示

（「電気通信事業法第 34 条第 1 項及び電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25

号）第 23 条の９の２第１項の規定に基づき、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正か

つ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件」（平成 14 年２月７日総務省告示第 72

号））において指定された当社の第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設

備との接続に関し、取得すべき金額の適正な算定に資することを目的としています。 

 

２ 根拠法令等 

本報告書は、以下の法令の規定に基づいて作成しています。 

・電気通信事業法 

（昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」という。） 

・第二種指定電気通信設備接続会計規則 

（平成 23 年３月 31 日総務省令第 24 号。以下「第二種接続会計規則」という。） 

 

３ 会計処理の基準 

（１） 事業会計規則に基づく会計（財務会計）との関連 

当社は、電気通信事業会計規則（昭和 60 年４月１日郵政省令 26 号）に定める基準に

従って、事業年度における財政状態及び経営成績を明らかにしています。（以下「財務

会計」という。） 

第二種接続会計規則に基づく会計（以下「接続会計」という。）は、財務会計で整理

された電気通信事業にかかる費用、収益を、移動電気通信役務収支表の役務の種類に適

正に区分して整理するものです。 

 

（２） その他（第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備の接続に関する

会計の整理に係る重要な変更等） 

該当事項はありません。 

  

４ 接続会計財務諸表の構成 

接続会計財務諸表については、第二種接続会計規則第４条及び第５条に基づき作成してい

ます。 

（１）貸借対照表 

（２）損益計算書 

（３）個別注記表 

（４）役務別固定資産帰属明細表及びその注記 

（５）移動電気通信役務収支表及びその注記 

 

５ 計算結果証明報告の紹介 

第二種接続会計規則第 11 条の規定に従い、接続会計財務諸表が第二種接続会計規則に基づ

いて適正に作成されていることについて、職業的に資格のある会計監査人の調査を受け、

「第二部 計算結果証明報告」に収録した監査報告書を受領しています。 

 

６ 第３条第１項ただし書の許可事項 

該当事項はありません。 
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第二部 計算結果証明報告 
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１ 責任範囲 

２ 証明の基準 

３ 計算結果証明 

 

 上記について、次のとおり会計監査人からの監査報告書を受領しています。なお、貸借対照表、

損益計算書及び個別注記表については、第 13 期事業年度の計算書類として、第二種指定電気通信

設備接続会計規則に準拠して会社法第 436 条第２項第１号の規定に基づき、監査法人から監査報

告書を受領しています。 
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独立監査人の監査報告書 
 

2023年 6月 12日 

 

Wireless City Planning 株式会社 

取 締 役 会  御 中 

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 下 平 貴 史  

 
監査意見 
当監査法人は、第二種指定電気通信設備接続会計規則（平成 23 年 3 月 31 日総務省令第 24 号）

（以下「第二種接続会計規則」という）第 11 条の規定に基づき Wireless City Planning 株式会社
の 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの第 13期事業年度の役務別固定資産帰属明細表、移
動電気通信役務収支表及びそれらの注記（以下併せて「役務別固定資産帰属明細表等」という。）
について監査を行った。 
当監査法人は、上記の役務別固定資産帰属明細表等が、全ての重要な点において、第二種接続会

計規則及び同規則第 9 条の規定により総務大臣に提出する基準及び手順に準拠して作成されてい
るものと認める。 
 
監査意見の根拠 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「役務別固定資産帰属明細表等の監査における監査
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
強調事項－役務別固定資産帰属明細表等の作成の基礎 
注記に記載されているとおり、役務別固定資産帰属明細表等は、Wireless City Planning 株式

会社が第二種接続会計規則第 9 条の規定により総務大臣に提出するために、第二種接続会計規則及
び同規則第 9 条の規定により総務大臣に提出する基準及び手順に準拠して作成されており、したが
って、それ以外の目的には適合しないことがある。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼす
ものではない。 
 
その他の事項 
Wireless City Planning株式会社は、上記の役務別固定資産帰属明細表等のほかに、2023 年 3

月 31 日をもって終了する事業年度について、会社法の規定に基づき我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に準拠した計算書類及びその附属明細書を作成しており、当監査法
人は、当該計算書類及びその附属明細書に対して、2023 年 5 月 22 日に会社法の規定に基づく監査
報告書を発行している。 
 
その他の記載内容 

その他の記載内容は、接続会計報告書に含まれる情報のうち、役務別固定資産帰属明細表等及び
その監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。 

当監査法人の役務別固定資産帰属明細表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含
まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。役務別固定
資産帰属明細表等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と役務別固定資産帰属明細表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。  
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。 
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 
役務別固定資産帰属明細表等に対する経営者及び監査役の責任 
経営者の責任は、第二種接続会計規則及び同規則第 9 条の規定により総務大臣に提出する基準及

び手順に準拠して役務別固定資産帰属明細表等を作成することにある。また、役務別固定資産帰属
明細表等の作成に当たり適用される財務報告の枠組みが状況に照らして受入可能なものであるか
どうかについて判断することにある。経営者の責任には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い役務別固定資産帰属明細表等を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。 
役務別固定資産帰属明細表等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき役務別固

定資産帰属明細表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。 
 
役務別固定資産帰属明細表等の監査における監査人の責任 
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、役務別固定資産帰属明細表等に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から役務別固定資産帰属明細表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は
誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、役務別固定資産帰属明細表等の利用者
の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 役務別固定資産帰属明細表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として役務別固定資産帰属明細表等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう
な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において役務別固定資産帰属明細表等
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する役務別固定資産帰属明細表等
の注記事項が適切でない場合は、役務別固定資産帰属明細表等に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 役務別固定資産帰属明細表等の表示及び注記事項が、第二種接続会計規則及び同規則第 9 条
の規定により総務大臣に提出する基準及び手順に準拠しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

以 上 
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１ 貸 借 対 照 表 
 2023 年３月 31 日現在 

                （単位：百万円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

 （ 資 産 の 部 ）     （ 負 債 の 部 ）    

 固 定 資 産      固 定 負 債     

  電気通信事業固定資産        リ ー ス 債 務   32,361 

  有 形 固 定 資 産        資 産 除 去 債 務   1,604 

   機 械 設 備  233,156   固 定 負 債 合 計    33,965 

   減 価 償 却 累 計 額  △ 153,695 79,460        

   空 中 線 設 備  16,197   流 動 負 債     

   減 価 償 却 累 計 額  △ 6,845 9,351    リ ー ス 債 務   24,353 

   建 物  31     未 払 金    7,242 

   減 価 償 却 累 計 額  △ 25 5    未 払 消 費 税   188 

   構 築 物  17     未 払 法 人 税 等   4,369 

   減 価 償 却 累 計 額  △ 7 9    預 り 金   9,189 

   工具、器具及び備品  2,443     賞 与 引 当 金   233 

   減 価 償 却 累 計 額  △ 2,429 13    そ の 他 の 流 動 負 債   0 

   建 設 仮 勘 定   4,363  流 動 負 債 合 計    45,577 

  有 形 固 定 資 産 合 計    93,203  負 債 合 計   79,543 

            

  無 形 固 定 資 産      （ 純 資 産 の 部 ）    

   ソ フ ト ウ ェ ア   10,173  株 主 資 本     

   その他の無形固定資産   2   資 本 金   18,899 

  無 形 固 定 資 産 合 計    10,175   資 本 剰 余 金    

  電気通信事業固定資産合計   103,379    資 本 準 備 金  18,899  

         資 本 剰 余 金 合 計   18,899 

  投 資 そ の 他 の 資 産       利 益 剰 余 金    

   長 期 前 払 費 用   469    そ の 他 利 益 剰 余 金    

   繰 延 税 金 資 産   1,244     繰 越 利 益 剰 余 金  22,243  

   その他の投資及びその他の資産   231   利 益 剰 余 金 合 計   22,243 

  投資その他の資産合計    1,946  純 資 産 合 計   60,041 

 固 定 資 産 合 計    105,325        

          

 流 動 資 産           

   現 金 及 び 預 金   12,290        

   売 掛 金   11,918        

   未 収 入 金   14        

   金 銭 の 信 託   8,400        

   前 払 費 用   1,478        

   そ の 他 の 流 動 資 産   157        

 流 動 資 産 合 計    34,259        

 資 産 合 計   139,584  負 債 ・ 純 資 産 合 計   139,584 
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２ 損 益 計 算 書 

( 2022 年 ４ 月 １ 日 から ) 2023 年 ３ 月 31 日 まで 
                                    （単位：百万円） 

科  目 金  額 

 電 気 通 信 事 業 営 業 損 益    

  営 業 収 益    91,737 

  営 業 費 用     

   施 設 保 全 費   19,550  

   管 理 費   410  

   減 価 償 却 費   27,619  

   固 定 資 産 除 却 費   2,552  

   通 信 設 備 使 用 料   11,212  

   租 税 公 課   6,480 67,826 

  電 気 通 信 事 業 営 業 利 益   23,911 

       

 附 帯 事 業 営 業 損 益    

  営 業 収 益    22 

  営 業 費 用    20 

  附 帯 事 業 営 業 利 益   2 

      

 営 業 利 益   23,913 

     

 営 業 外 収 益    

  受 取 利 息   116  

  雑 収 入   29 146 

      

 営 業 外 費 用    

  支 払 利 息   827  

  雑 支 出   2 830 

       

 経 常 利 益   23,229 

       

 税 引 前 当 期 純 利 益   23,229 

     

  法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  7,678  

  法 人 税 等 調 整 額  △ 536 7,141 

      

  当 期 純 利 益   16,088 
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３ 個 別 注 記 表 
 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

 

１．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産    定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

     機 械 設 備     10 年 

     空 中 線 設 備   10～40 年 

     工具、器具及び備品           ５年 

 

（２）無形固定資産    定額法 

なお、自社利用のソフトウェアは、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

 

（３）長期前払費用    定額法 

 

２．引当金の計上基準 

賞与引当金 

従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

 

３．収益及び費用の計上基準 

電気通信事業収益は主に卸電気通信役務提供であり、契約に基づき顧客へ同役務を提供する

履行義務を負っております。当該契約は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、

履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。 
 

 

（貸借対照表に関する注記） 

 

１．有形固定資産の減価償却累計額    163,004 百万円 

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれています。 

 

２．関係会社に対する金銭債権債務 

短期金銭債権 19,825 百万円 

短期金銭債務 1,755 百万円 

 

 

（損益計算書に関する注記） 

 

１．関係会社との取引高        

営業収益 88,665 百万円 

営業費用 9,588 百万円 

営業取引以外の取引 116 百万円 
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（税効果会計に関する注記） 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 

減価償却超過額 563 百万円 

資産除去債務（利息費用） 491 百万円 

未払事業税 256 百万円 

賞与引当金 71 百万円 

その他 160 百万円 

繰延税金資産小計 1,542 百万円 

 

（繰延税金負債） 

資産除去債務に対応する資産 △ 298 百万円 

繰延税金負債小計 △ 298 百万円 

  

繰延税金資産合計 1,244 百万円 

 

 

（リースにより使用する固定資産に関する注記） 

 

１． ファイナンス・リース取引により使用するリース資産 

機械設備 60,713 百万円 

空中線設備 6,500 百万円 

建物 1 百万円 

構築物 3 百万円 

ソフトウェア 6,210 百万円 

合計 73,428 百万円 
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（金融商品に関する注記） 
 

１．金融商品の状況に関する事項 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。営業債権である売掛金

は、顧客の信用リスクに晒されております。信用リスクに関しては、取引先ごとの期日管理

及び残高管理を行い、主要な取引先の信用状況を年度ごとに把握する体制としております。

営業債務である未払金は、１年以内の支払期日です。 
 

２．金融商品の時価等に関する事項 

2023 年３月 31 日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、

次のとおりであります。 
（単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）金銭の信託 8,400 8,400 － 

（２）リース債務（固定） 32,361 32,414 52 

（３）リース債務（流動） 24,353 24,353 － 

 

（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

（１）金銭の信託 

金銭の信託は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。 

（２）リース債務（固定） 

リース債務の時価は、同一の残存期間で同条件のリース契約を締結する場合の金利を用

いて、元利金の合計額を割り引く方法によって見積もっております。 

（３）リース債務（流動） 

リース債務の時価は、同一の残存期間で同条件のリース契約を締結する場合の金利を用

いて、元利金の合計額を割り引く方法によって見積もった結果、時価は帳簿価格とほぼ等

しいことから、当該帳簿価格によっております。 

 ※「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「未払金」、「未払消費税」及び「未払法

人税等」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似

することから、記載を省略しております。 
 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

 

１．親会社及び法人主要株主等 
                              （単位：百万円） 

種類 
会社等 

の名称 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（注３） 
科目 

期末残高 

（注３） 

親 会 社 ソフトバンク株式会社 
被所有 

直接 31.8% 

営業上の取引 

役員の兼任 

営業収益（注 2） 

金銭の信託による

資金の貸付（注１） 

資金の回収（注１） 

利息の受取（注１） 

88,665 

 

29,500 

51,300 

116 

売 掛 金 

 

金銭の信託 

 

その他流動資産 

11,343 

 

8,400 

 

67 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．金銭の信託による資金の貸付については、市場金利を勘案した利率を合理的に決定し 

ています。 

（注）２．価格その他の取引条件は市場実勢を勘案し、価格交渉の上、決定しております。 

（注）３．上記金額のうち、取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高には消費税 

等を含んでおります。 
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（１株当たり情報に関する注記） 

 

１．1 株当たり純資産額      597,432,171 円 61 銭 

２．1 株当たり当期純利益金額  △ 656,386,464 円 95 銭 

（注）１株当たり純資産の算定にあたり、普通株式よりも配当請求権または残余財産分配請求権

が優先的な株式（Ｂ種・Ｃ種・Ｄ種種類株式）の払込金額を純資産から控除しております。 

１株当たり当期純利益の算定にあたり、優先配当株式であるＤ種種類株式に対して実施し

た当事業年度に基準日が属する剰余金の配当を「普通株主に帰属しない金額」として当期

純利益から控除しております。 

 

 

（資産除去債務に関する注記） 

 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

１．当該資産除去債務の概要 

主に基地局、事務所等について、設備撤去または原状回復に係る費用等を合理的に見積り、

資産除去債務を認識しています。これらの費用の金額や支払時期の見積りは、現在の事業計

画等に基づくものであり、将来の事業計画等により今後変更される可能性があります。 

２．当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を見積り、割引率は利付国債平均利回りを使用しています。 

３．当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

期首残高 1,513 百万円 

時の経過による調整額 0 百万円 

資産除去債務の履行による減少額 △ 141 百万円 

見積りの変更による増加額 231 百万円 

期末残高 1,604 百万円 

１． 当該資産除去債務の見積りの変更 

基地局撤去実績等を検討した結果、一部の基地局の撤去の蓋然性が高まったため、資産除

去債務を 231 百万円計上しています。 

 

 

（収益認識に関する注記） 

 

１．収益の分解 

当社は、電気通信事業及び附帯する事業を営んでおり、電気通信事業の主なサービスの種類

は、A-XGP 卸サービス及び電気通信設備等の利用に関するサービスであります。また、各事業

の売上は、損益計算書の記載のとおりであります。 

２．収益を理解するための基礎となる情報 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおり

であります。 
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４ 役務別固定資産帰属明細表 
2023 年３月 31 日現在 

                                 （単位：百万円） 

役務の種類 

移動通信電気役務 

合計 
データ伝送役務 

携帯電話・

ＢＷＡ 
小計 

電気通信事業固定資産    

 

有形固定資産    

 

機械設備 

取得価格 233,156 233,156 233,156 

減価償却累計額 △ 153,695 △ 153,695 △ 153,695 

帳簿価格 79,460 79,460 79,460 

空中線設備 

取得価格 16,197 16,197 16,197 

減価償却累計額 △ 6,845 △ 6,845 △ 6,845 

帳簿価格 9,351 9,351 9,351 

建物 

取得価格 31 31 31 

減価償却累計額 △ 25 △ 25 △ 25 

帳簿価格 5 5 5 

構築物 

取得価格 17 17 17 

減価償却累計額 △ 7 △ 7 △ 7 

帳簿価格 9 9 9 

工具、器具及び備品 

取得価格 2,443 2,443 2,443 

減価償却累計額 △ 2,429 △ 2,429 △ 2,429 

帳簿価格 13 13 13 

建設仮勘定 
取得価格 4,363 4,363 4,363 

帳簿価格 4,363 4,363 4,363 

有形固定資産合計 

取得価格 256,208 256,208 256,208 

減価償却累計額 △ 163,004 △ 163,004 △ 163,004 

帳簿価格 93,203 93,203 93,203 

無形固定資産合計 帳簿価格 10,175 10,175 10,175 

電気通信事業固定資産合計  103,378 103,378 103,378 

 

（注記 役務別固定資産帰属明細表の作成の基礎） 

 

１．役務別固定資産帰属明細表の作成基準 

本役務別固定資産帰属明細表は、第二種指定電気通信設備接続会計規則（平成 23 年総務省

令第 24 号）第 9 条の規定により総務大臣に提出するために、第二種接続会計規則及び同規則

第 9 条の規定により総務大臣に提出する基準及び手順に準拠して作成しています。 
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５ 移動電気通信役務収支表 

( 2022 年 ４ 月 １ 日 から ) 2023 年 ３ 月 31 日 まで 
                                     （単位：百万円） 

役務の種類 

営業収益 営業費用 営業利益 

 施 設 

保全費 

管理費 減 価 

償却費 

固定資産 

除却費 

通信設備 

使用料 

租税 

公課 

移動電気通信役務          

データ伝送役務          

携帯電話・ＢＷＡ 91,737 67,826 19,550 410 27,619 2,552 11,212 6,480 23,911 

合 計 91,737 67,826 19,550 410 27,619 2,552 11,212 6,480 23,911 

 

（注記 移動電気通信役務収支表の作成の基礎） 

１． 移動電気通信役務収支表の作成基準 本移動電気通信役務収支表は、第二種指定電気通信設備

接続会計規則（平成 23 年総務省令第 24 号）第 9 条の規定により総務大臣に提出するために、

第二種接続会計規則及び同規則第 9 条の規定により総務大臣に提出する基準及び手順に準拠

して作成しています。 

 

２．電気通信役務に関連する収益及び費用の配賦基準及び配賦手順 

    

※１ 営業収益 

（１） 移動データ携帯電話・ＢＷＡ、移動電気通信役務以外の電気通信役務は、その発生

が個別に判断できるものはそれぞれに集計しています。 

（２） 電気通信事業と電気通信事業以外とに関連する売上または売上値引は、各事業の営

業費用額比を用いて、それぞれの事業に配賦しています。 

 

※２ 営業費用 

（１） 移動データ携帯電話・ＢＷＡ、および電気通信以外の事業に関連する費用について

は、その発生が個別に判断できるものはそれぞれに集計しています。 

（２） 電気通信事業と電気通信事業以外とに関連する費用については、電気通信事業会計

規則第 15 条に基づく別表第一に掲げる基準を原則として、適切な配賦基準によりそ

れぞれの事業に配賦しています。 

 

営業費用の具体的な配賦基準及び配賦手順については、該当事項がないため記載を省略してい

ます。 
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１ 配賦整理書の紹介及び入手方法 

（１） 配賦整理書 

当社では、役務別固定資産帰属明細及び移動電気通信役務収支表を作成する際に準拠

した費用及び収益の配賦の基準及び手順を記載した「配賦整理書」を作成しています。 

 

（２） 入手方法 

下記の公開ホームページより入手できます。 

https://www.wirelesscity.jp/company/index.html 

 

２ 第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し取得すべき金

額の、原価算定上の重要な変更に伴う影響額 

該当事項はありません。 

 

３ 特に重要な費用の配賦基準の説明 

該当事項はありません。 

 

４ 用語解説 

 第二種指定電気通信設備 

 第二種指定電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備

と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設

備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区

域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設

備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が

当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって、総務省令（施行規則第 23

条の９の２第４項）で規定し、告示（事業法第 34 条第 1 項及び電気通信事業法施行規則第 23

条の９の２第 1 項の規定に基づき、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接

続を確保すべき電気通信設備を指定する件（平成 14 年 2 月 7 日総務省告示第 72 号））で指定

された次の電気通信設備。 

 

１ 事業法施行規則第 23 条の９の２第４項第１号の交換設備（ルータにあたっては、ルータを

設置する電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスに用いられるもののうち、

当該インターネット接続サービスに用いられる顧客のデータベースへの振り分け機能を有

するものは除く。） 

２ 事業法施行規則第 23 条の９の２第４項第１号ロの交換設備相互間に設置される伝送路設

備  

３ 事業法施行規則第 23 条の９の２第４項第２号の伝送路設備 

４ 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 

５ 携帯電話の端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局 

６ 他の電気通信事業者の電気通信設備と前各項に掲げる電気通信設備との間に設置される伝

送路設備（第２項から前項までに掲げるものを除く。） 

 

役務の種類 

第二種接続会計規則別表第二役務別固定資産帰属明細及び別表第三移動電気通信役務収支

表にて区分されている次の役務の種類 

・データ伝送役務携帯電話・ＢＷＡ（移動電気通信役務のうち音声伝送役務以外の役務） 

 

配賦 

収益及び費用との直接の因果性を見出すことが困難なものについて、固定資産額比等を直接

用いて、役務の種類等へ収益及び費用、固定資産取得価格及び帳簿価額を帰属させること。 
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５ その他 

当社は、第二種接続会計規則別表第二、役務別固定資産帰属明細及び別表第三、移動電気通

信役務収支表にて区分されている次の役務については、提供していないことから、当該欄を省

略して作成しています。 

・移動電気通信役務音声伝送役務携帯電話 

・移動電気通信役務音声伝送役務その他 

・移動電気通信データ伝送役務その他 

・移動電気通信役務以外の電気通信役務 


